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介護保険制度

被保険者

問い合わせ先

令和８年度予算

被　保　険　者

　介護保険は、加齢等により介護が必要になった人が、自立した日常生活を営めるよう、社会全
体で支え合う制度です。

　災害等の特別な事情が無いのに保険料を滞納していると、サービスを利用する際、次のよう

な制限を受けることがあります。

●１年以上の滞納の場合、 サービスの費用をいったん全額利用者が負担し、

　申請により後で保険給付が支払われます（償還払い）。

●２年以上の滞納の場合、 利用者負担が３割または４割※に引き上げら

　れたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

　※利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合は4割に引き上げられます。

　被保険者は40歳以上の人全員となりますが、年齢により２つに分かれます。
・第１号被保険者………65歳以上
　保険料は住んでいる市区町村へ納めます。 １人に１枚ずつ被保険者証が交付されます。
・第２号被保険者………40歳以上64歳まで
　保険料は医療保険の保険者へ納めます。要介護認定を受けた人に被保険者証が交付されます。

　令和８年度の介護保険事業特別会計の予算額は、17,080,705千円です。 介護保険事業を実 
施するうえで、 財源の約半分が保険料です。 保険料は、 私たちのまちの介護保険を運営してい 
く上で、大切な財源となっています。

・保険料を納めます
・サービスを利用します

・保険料の納付
・要介護認定申請

●市民税課保険料係
電話　0848-38-9145（保険料）

●高齢者福祉課介護保険係
電話　0848-38-9118（介護認定申請・給付等）

・被保険者証
・要介護認定

利用者負担
１～３割

（指定を受けた法人等）
・サービスの提供

サービス

介護報酬支払い
９～７割

国庫支出金
4,217,885
24.7%

県支出金
2,382,730
13.9%

市支出金等
2,793,086
16.4%

給付費　16,028,113　 93.8%

地域支援事業費　658,516　3.9%

第１号被保険者
保険料
3,203,794
18.8%

（単位：千円）

その他
5,700
0.0%

総務費等
394,076
2.3%

支払基金交付金
（第2号被保険者保険料）
4,477,510　26.2%

歳入

歳出

保険者〈市区町村〉 サービス事業者
・介護保険制度の運営
・被保険者証の交付
・要介護認定
・介護サービスの確保・整備

保険料はきちんと納付しましょう

介護
Q&A
Q

Q

被保険者証があれば、
すぐに介護サービスが受けられますか。

A

A

介護サービスを利用するには、要介 
護認定を受ける必要があります。 高 
齢者福祉課や各支所へ申請してくだ 
さい。認定された要介護度に応じて、 
申請日以降に利用したサービスにつ 
いて給付が受けられます。

認定を受けると、 ずっと介護サービスが 
利用できるのですか。

認定には有効期間があり、引続きサ 
ービスを利用する場合には、更新申 
請が必要です。また、 認定後に身体の 
状態が変わったときは、期間の途中 
でも区分変更申請ができます。

Q
A

介護サービスを利用したい時は、
だれに相談したらいいですか。

要介護認定の結果に応じて、 要介護
１～５の人は居宅介護支援事業所、
要支援１・２の人は地域包括支援セ 
ンターに相談してください。

Q
A

要介護認定の申請をしたら
どのような流れになりますか。

市の担当者などが自宅を訪問して行
う「認定調査」と、主治医に提出して
いただく「主治医意見書」をもとに、
保健、医療、福祉の専門家により介護
認定審査会で審査、判定を行いその
結果を原則30日以内に通知します。

Q
A

施設サービスを利用する時に自己負担
が軽減される制度はありますか

介護保険施設に入所した場合や短期
入所サービスを利用した場合、食費と
居住費は全額自己負担です。しかし、
市民税非課税世帯（別世帯の配偶者
も市民税非課税）で預貯金等が一定
額以下の人については、申請により、
負担を軽減する制度があります。
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